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１．公共交通に関するこれまでの取組経緯
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○ 能勢町では、現在、公共交通として路線バス（阪急バス）及び代替バス（阪急バス）、公共交通空白
地有償運送、福祉有償運送のサービスがあり、鉄道駅など町外への連絡は路線バス（代替バスを含
む。）、町内の公共施設等の連絡は公共交通空白地有償運送等による公共交通システムが構築されて
いる。

●公共交通に関する取組の主な経緯

■公共交通に関する取組の主な経緯

平成9年（1997年）
デマンドバス（阪急バス）が廃止され、路線およびダイヤを見直し
宿野線（宿野～豊中センター、宿野～杉原）が新設され、当該路線維持の助成に関する覚書を町と阪急バスで締結

平成11年（1999年） 町営福祉バス運行開始（利用対象者：60歳以上または障がい者）

平成15年（2003年）
・主に東地区を運行する京都交通バスが撤退に伴い、阪急バスによる廃止代替による運行を開始（吉川～奥田橋、吉川～今西）し、阪急
バスと廃止代替バス運行（現：妙見口能勢線）に関する覚書・協定書を締結（赤字補填の助成）
・町営福祉バスの利用者制限を撤廃

平成17年（2005年）
・能勢町福祉バス運行体系の見直し
・能勢町福祉有償運送制度を開始

平成19年（2007年） 町営福祉バスを廃止し、能勢町過疎地有償運送制度（現：公共交通空白地有償運送）を開始

平成21年（2009年） 妙見口能勢線の一部区間の運行を廃止

平成24年（2012年） 妙見口能勢線の運行経路およびダイヤを一部見直し

平成28年（2016年）4月 能勢小・中学校が開校し、スクールバスの運行を開始

平成29年（2017年）4月 西能勢線の一部区間の運行を廃止（杉原系統）

平成30年（2018年）10月 西能勢線のダイヤを一部見直し（減便）

平成31年（2019年）3月～
「能勢町内の路線バスの運行について」阪急バスより協議の申し出
　・西能勢線及び妙見口能勢線を対象に、路線のあり方・維持の手法、運行頻度、路線補助金について
　・以降、阪急バスと減便の実施時期について協議

令和2年（2020年）4月 能勢町地域公共交通会議の設置

令和3年（2021年）1月 地方バス路線維持費補助金の追加補助金の支払い実施

令和3年（2021年）4月
西能勢線のダイヤを一部見直し（減便）
妙見口能勢線の運行日とダイヤを一部見直し（平日のみ運行、減便）
地方バス路線維持費補助金の見直し（増額）



●地方バス路線維持費補助金の推移
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■地方バス路線維持費補助金の推移
○ 路線バスの維持を図るために、「地方バス路線維持費補助金」として、運行経費の赤字分を妙見口能
勢線は全額負担、西能勢線は一部負担している。

○ 令和2年度は地方バス路線維持費補助金追加分を含め、年間約5,600万円（町民1人当たり約5,700円/
年）を負担し、町内の路線バス維持に努めている。

○ この負担金だけで町内における路線バスの赤字を全て賄うものではなく、路線バス事業者も多額の赤
字を負担し、運行を続けている。

１．公共交通に関するこれまでの取組経緯

※令和2年度（2020年度）は、西能勢線、妙見口能勢線のうち1,500千円（合計3,000千円）は、「路線バス感染防止対策・運行継続支援補助金」である
※能勢町資料及び阪急バス株式会社資料をもとに作成
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〇 令和2年度の能勢町地域公共交通会議において、地域における需要に応じた住民の生活に必要
なバス、タクシー等の旅客運送の確保をはじめ、その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情
に即した輸送サービスの実現に向けて、「能勢町における公共交通の目指すべき姿の基本的な
考え方」についてとりまとめている。

２．地域公共交通会議での取組経緯

●能勢町における公共交通の目指すべき姿の基本的な考え方

資料4-2参照
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〇 今年度策定予定である能勢町地域公共交通計画及び新たな公共交通システム導入実施計画の役
割や目的を以下に示す。

能勢町地域公共交通計画
能勢町における「地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿」を明らかにする『マスタープラ

ン』的な役割を持った計画であり、まちづくりをはじめ多様な分野に関する施策と連携し、将来にわ
たって持続可能な公共交通のあり方を示すもの

３．今後の取組

新たな公共交通システム導入実施計画
公共交通の目指すべき基本的な考え方で示した「新たな交通システム」について、公共交通空白地域

の解消だけでなく、町全体の魅力を高め、定住・交流を促進するまちづくりのツールとして、かつ将来
にわたって持続性を高め、柔軟な公共交通体系の構築に資する施策として、新たな交通システムの運行
に向けた施策として定めるもの



４．今後のスケジュール
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第１回 地域公共交通会議（10月29日（木）開催）
【確認事項】これまでの公共交通に関する取組経緯、

住民アンケート調査実施概要について、今後の取組について
【討議事項】能勢町における公共交通を取り巻く現状について など

第２回 地域公共交通会議（12月24日（木）開催）
【確認事項】路線バスの見直しについて路線バスの見直しについて、住民アンケート結果
【討議事項】能勢町の現状、調査結果等を踏まえた公共交通に関わる課題（案）、

能勢町における公共交通の目指すべき姿の基本的な考え方（案）

第３回 地域公共交通会議（2月12日（金）開催）
【確認事項】4月からの路線バス運行について、既存交通システムの活用における課題整理

能勢町における公共交通の目指すべき姿の基本的な考え方（案）
【討議事項】新たな交通システムの導入案（案）

住民アンケート
令
和
2
年
度

令
和
3
年
度

第１回 地域公共交通会議（6月4日（金）書面決議）
【協議事項】令和3年度 能勢町地域公共交通会議 事業計画（案）及び 予算（案）

第２回 地域公共交通会議（8月2日（月）開催）
【協議事項】地域公共交通計画の基本方針と目標の設定について

新たな交通システム導入実施計画（素案）について

パブリックコメント

第３回 地域公共交通会議（10月頃開催予定）
【確認事項】地域公共交通計画の方針と目標の設定について
【協議事項】地域公共交通計画における目標を実現させるための施策（案）について

計画の達成状況の評価指標（案）について
新たな交通システム導入実施計画（案）について

第４回 地域公共交通会議（12月頃開催予定）
【報告事項】バス利用実態調査結果の報告
【協議事項】能勢町地域公共交通計画（素案）について

新たな交通システム導入実施計画（案）について

第５回 地域公共交通会議（2月頃開催予定）
【報告事項】パブリックコメント結果と対応方針など
【協議事項】能勢町地域公共交通計画（案）について

新たな交通システム導入実施計画（案）について

関係部局・関係機関との
協議

「能勢町地域公共交通計画」策定(令和4年3月予定)

新たな交通システム実証運行開始(令和4年4月予定)


